
公告第２号 

令和６年２月１日 

 

公  告 

 

      契約担当官                

 陸上自衛隊航空学校               

                           会計課長 山田 武彦             

 

下記のとおり一般競争入札を実施します。陸上自衛隊の入札及び契約心得等をご承知の上、ご参加下さ

い。 

 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件  名 ： 給食業務及び食器洗浄等部外委託 

(2) 規  格 ： 仕様書のとおり 

(3) 履行場所 ： 三重県伊勢市小俣町明野５５９３－１ 陸上自衛隊航空学校 

(4) 履行期間 ： 自 令和７年４月１日   至 令和８年３月３１日 

 

２ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

次の各号のすべての条件を満たす者 

(1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であ 

って、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。 

(2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者。 

(3) 令和７・８・９年度の防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）の東海・北陸地域における「役務の

提供等」Ｄ等級以上を有する者 

(4) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当 

該状態が継続している有資格者については、競争参加を認めない。 

(5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事 

等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。 

(6) 入札及び契約心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加 

を認めない。 

(7) 防衛大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調 

達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

(8) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種 

の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 

(9) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由 

に該当するとして省指名停止権者が認めた場合は、この限りでない。 

(10) 社会保険及び労働保険の適用を受けている場合は、直近１年間において保険料等の滞納が無いこと。 

(11) 仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始までに整えることがで 

きることを証明できる者であること。 

(12) 提出した書類に虚偽を記載していないと認められた者であること。 

(13) 入札実施要項に示す入札関係書類について、合格であった者。 

 

３ 契約条項等 

 (1) 契約書の作成（契約締結）時期 

令和７年４月１日 

 (2) 様 式 

陸上自衛隊標準契約書 

(3) 付帯する特約条項 

  ア 部分払に関する特約条項 

  イ 談合等の不正行為に関する特約条項 

  ウ 暴力団排除に関する特約条項 



 (4) 添付する書類 

 仕様書 

(5) 契約条項を示す場所等 

ア 給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項 ： 別添のとおり 

イ 仕様書等は、会計課事務室において、令和７年２月７日（金）から入札日まで配布する。また 

入札参加希望者の要望により郵便等でも配布する。（土曜・日曜・祝日を除く０８：１５～１７：０ 

０） 

 

４ 入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時 

(1) 入札説明会 ： 一同に会しての説明会は実施しない。ただし、入札参加希望者が仕様書内容及び 

現場等の確認を要望する場合は、事前の日時調整により個別対応する。 

(2) 入 札 場 所 ： 航空学校 会計課 入札室 

(3) 入 札 日 時 ： 令和６年２月２７日（木）１１時３０分 

 

５ 保証金等に関する事項 

(1) 入札保証金 ： 免除。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしな 

い場合は、落札者が契約締結に応じないものと見なし、落札金額の１００分の５に 

相当する金額を違約金として徴収する。 

(2) 契約保証金 ： 免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の１００分の１０以 

上の金額を違約金として徴収する。 

 

６ 入札方法及び落札の決定 

(1) 落札決定方式 ： 総額 

(2) 予定価格の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。落札となるべき同額の入札者が 

２人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。 

(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に 

相当する金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税・地方消費税の課税事業 

者・免税事業者であることに拘わらず、入札書には見積もった金額から消費税法で規定する消費税率 

に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載すること。（１円未満の端数がある時は、その 

端数を切り捨てるものとする。） 

 

７ 入札の無効 

(1) 第２項で示した競争に参加する者に必要な資格の無い者のした入札 

(2) 入札金額、入札者の氏名が判別し難い入札 

(3) 公告、仕様書、給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項等の条件に違反した入札 

(4) その他入札に関する条件に違反した入札 

 

８ 契約書の作成 

落札決定後、速やかに契約書を作成する。契約書の作成要領は、落札者に個別説明する。（契約締結は 

令和７年度予算成立後とする。） 

 

９ その他 

(1) 入札参加希望者は、令和７年２月１７日（月）までに、入札関係書類（資格審査結果通知書の写し、 

保険料納入証明書及び業務提案書）を提出すること。 

(2) 郵便による入札は、令和７年２月２６日（水）１７時００分必着分までを有効とする。入札書を郵

送する旨、会計課へ事前連絡するとともに、便着を必ず確認すること。なお、落札となるべき同額の

入札の場合は、本入札に関係の無い職員によりくじ引きを実施する。再度入札になった場合は、別途

連絡する。 

(3) 電報・電話・ＦＡＸ・メール等による入札は認めない。 

(4) 代表者以外での入札については、入札開始までに委任状を提出すること。 

(5) 陸上自衛隊の入札及び契約心得等は、会計課事務室で閲覧できる。また、陸上自衛隊方面会計隊ホ

ームページでも閲覧できる。 

(6) 市場価格調査を依頼する場合は協力されたい。 

(7) 問い合わせ先 



〒５１９－０５９６ 三重県伊勢市小俣町明野５５９３－１ 陸上自衛隊航空学校 

ア 入札及び契約手続き等に関する事項 

会計課 会計班 担当：小林（こばやし） 

ＴＥＬ：０５９６－３７－０１１１（内線２３１）ＦＡＸ：０５９６－３７－２８０４（直通） 

イ 仕様書内容及び現場等に関する事項 

管理課給食班 担当：西（にし） 

ＴＥＬ：０５９６－３７－０１１１（内線２８４） 

 

本公告は、陸上自衛隊航空学校   会計課 掲示板 

陸上自衛隊航空学校ホームページ 

陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページに掲示している。  

                                



入 札 書 

 

契約担当官 

陸上自衛隊航空学校 

会計課長 山田 武彦 殿 

 

入札金額：￥            （税抜） 

 

件 名 規 格 単位 数量 金額（税抜） 

給食業務の部外委託 仕様書のとおり 式 １ 
 

 

食器洗浄等の部外委託 仕様書のとおり 式 １ 
 

 

合 計 
 

 

 

履行期間 ： 自 令和７年４月１日  至 令和７年３月３１日 

履行場所 ： 陸上自衛隊航空学校 

落札方法 ： 総額 

 

上記の件名に対して「公告」「仕様書」「給食業務部外委託契約に係る競争入札実施 

要項」「入札及び契約心得」等の条件及び内容を承諾のうえ、入札いたします。 

また「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約い 

たします。 

 

 

令和   年   月   日 

 

住所・名称・代表者名・担当者名・連絡先 

 

 

 

 

 

 

（注）押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。 



月別内訳書 

月区分 

金額（税抜） 

請求日 

給食業務 食器洗浄等 

４月   ５月１日以降 

５月   ６月１日以降 

６月   ７月１日以降 

７月   ８月１日以降 

８月   ９月１日以降 

９月   １０月１日以降 

１０月   １１月１日以降 

１１月   １２月１日以降 

１２月   １月１日以降 

１月   ２月１日以降 

２月   ３月１日以降 

３月   ４月１日以降 

合 計    

 

 



 

入札参加受付票 

 

 

契約担当官 陸上自衛隊  

航空学校 会計課長 山田 武彦 殿 

 

１ 入札件名 

給食業務及び食器洗浄等部外委託 

 

２ 入札日時 

令和７年２月２７日（木）１１時３０分 

 

３ 入札参加希望業者 

社名、住所、代表者名、連絡先等 

 

住 所 

商号又は名称 

役 職 

代 表 者 氏 名 

代表者電話番号 

担 当 者 氏 名 

担当者電話番号 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 

メールアドレス 

                  

 ４ 入札参加方法（該当欄に○印） 

立 会 事前提出 

  

 

 

新型コロナ感染防止対策のため、事前提出を推奨しております。 

 

 



委  任  状 

 

契約担当官       資金前渡官吏 

陸上自衛隊航空学校   陸上自衛隊航空学校 

会計課長 殿      会計課長 殿 

 

 

住所 

会社名 

代表者名 

担当者名 

連絡先 

 

 

今般、入札件名「給食業務及び食器洗浄等部外委託」について、下記の者を代理人と

定めて下記権限を委任します。 

なお、委任解約した場合には連署のうえお届けします。 

 

記 

 

１ 入札書提出の件 

２ 見積書提出の件 

３ 契約締結の件 

４ 契約履行の件 

５ 代金請求の件 

６ 代金受領の件 

７ 復代理人選任の件 

８ その他本入札及び契約に関する一切の件 

 

令和   年   月   日 

 

 

委 任 者 

受 任 者 

 

 

 

（注） １ 押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。 

２ 委任事項中不要の箇所は抹消すること。 



 

１ 

給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項 

 

１ 入札参加資格 

次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 

(1) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当しない

者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため

に必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。 

(2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

(3)  令和７・８・９年度の防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）の東海・北陸地

域における「役務の提供等」Ｃ等級以上を有する者 

 (4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から陸幕 

会第１１４７号（２７．１２．２）「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の  

要領について（通達）」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこ 

と。 

(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であっ

て、当該者と同種の物品の売買若しくは製造又は役務請負について防衛省と契約を

行おうとする者でないこと。 

(6) 原則として、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとす

る。ただし、真にやむを得ない事由を省指名停止権者が認めた場合には、この限り

ではない。 

(7) 社会保険及び労働保険の適用を受けている場合は、直近１年間において保険料等

の滞納がないこと。 

(8) 陸上自衛隊航空学校（以下「官側」という。）における給食業務部外委託に係る

仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始までに

整えることができることを証明できる者であること。 

(9) 提出した書類に虚偽を記載していないと認められる者であること。 

(10) 次項第３号アに示す入札関係書類について、合格であった者 

 

２ 入札及び契約締結に係る業務予定 

本委託業務の入札に係る落札及び契約締結は、本委託業務に係る令和５年度予算が

成立することを条件とする。 

(1) 仕様書の配布 

令和７年２月７日（金）以降、次の場所において配布する。 

ア 陸上自衛隊航空学校会計課事務室 

イ 陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ 



 

２ 

 

(2) 入札説明会 

実施しない。ただし、入札参加希望者が仕様書内容、現場等の確認を要望する場

合は、事前の日時調整により個別対応する。 

 (3) 入札関係書類提出 

ア 提出書類 

(ｱ) 資格審査結果通知書 

令和７・８・９年度の競争参加資格（全省庁統一資格）に係る資格審査結果

通知書の写し 

(ｲ) 令和６年度分社会保険（健康保険及び厚生年金保険）及び労働保険（雇用保

険及び労働者災害補償保険）の納入証明書 

     ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会保険料又は労働保険

料の納付猶予許可を受けている場合、該当する「納付の猶予（特例）許可通知

書」の写しを提出するものとする。 

(ｳ) 業務提案書 

仕様書に規定する業務を提供できる態勢の有無を確認するため、次に掲げる

事項を具体的に記載すること。 

ａ 実施態勢 

 (a) 勤務予定表案、作業従事者等の採用及び運用計画等並びに消耗品等 

      aa 勤務予定表案（調理及び配食作業に必要と見積もった人員数を基に、

任意の 1か月分を作成すること。氏名の記載は不要）（属紙第１「「勤 

       務予定表案」の例」参照） 

      ab 従業従事者及び現場責任者の採用及び運用計画並びに予定人員数を確

保できなかった場合の処置対策（属紙第２「「採用・運用計画等」の

例」参照） 

ac 受託者が準備する消耗品及び使用見積（衛生用消耗品含む）（属紙第

３「「受託者が準備する消耗品及び使用見積」の例」参照） 

(b) 調理及び配食時における作業従事者等の配置 

 aa （給食業務の場合のみ）炊飯、下処理、揚げ等、加熱調理作業及び非

加熱作業ごとの調理工程表及び作業人員見積 

  注：調達要求元から通知される様式を添付するものとする。 

 ab （給食業務及び食器洗浄共通）仕様書に示す「配食人員の配置（基 

準）」又は「食器洗浄人員の配置（基準）」に準拠し、図示等により、 

理解容易なように説明（属紙第４「「配食（食器洗浄）人員の配置」の 

例」参照） 



 

３ 

 

(c) 管理態勢及び連絡態勢 

 aa 受託者、現場責任者及び作業従事者の呼集網図並びに機能組織図（氏

名及び連絡先の記載は不要）（様式随意） 

 ab 欠員が生じた際の処置要領（フロー、マニュアル等）（様式随意） 

 ac 安全管理計画（様式随意） 

(d) 従業員の教育研修態勢 

 aa 社内教育の実施計画（様式随意） 

 ab 新規採用者の教育態勢（様式随意） 

ｂ 食品衛生管理 

(a) 衛生管理計画 

 aa 作業従事者等の健康管理の取り組み（様式随意） 

 ab 細菌検査の検査実施項目及び実施時期（ノロウイルスを実施する場合

はその旨を記載）（様式随意） 

ac 新型コロナウイルス、ノロウイルス等感染症罹患（疑いを含む。）発

生時の対応要領（様式随意） 

(b) 衛生事故への対応 

 報告態勢、社内マニュアル等（様式随意） 

ｃ 入札年月日の前々年度以降における、陸上自衛隊との同種契約の履行状況 

(a) 不履行内容（減額されたものを含む。様式随意） 

aa 駐屯地名及び時期 

ab 業務不履行の内容及び発生原因 

(b) 不履行内容の改善状況及び再発防止施策（様式随意） 

aa 改善に当たり取り組んだ事項 

ab 当該駐屯地で業務を履行するに当たり実施する再発防止策 

イ 提出期限 

令和７年２月１７日（月） 

ウ 提出方法 

陸上自衛隊航空学校会計課に持参又は郵送すること。 

(4) 入札関係書類の審査 

前号アに掲げる提出書類を審査し、１項目でも要件を満たしていない場合には不

合格とする。なお、審査に際しては入札参加希望者に対しヒアリングを行うこと又 

は追加資料の提出を求めることがある。 

(5) 入札参加資格に係る審査結果の通知 

令和７年２月２１日（金）までに書面により通知する。 
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(6) 審査結果に対する疑義の申し立て 

   審査結果に疑義のあるときは、疑義の内容について、通知を受理した日の翌日か

ら起算して２日以内に書面をもって申し立てることができる。当該申し立てに対し

ては、疑義の申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して２日（行政機関の休

日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条第１項各号に規定する行政機関

の休日（以下「休日」という。）を含まない。）以内に書面により回答する。ただ

し、当該回答に対する疑義申し立ては受け付けない。 

(7) 入札及び開札 

ア 時 期 

令和７年２月２７日（木）１１：３０ 

イ 場 所 

陸上自衛隊航空学校会計課入札室 

ウ 入札書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当

する金額を差し引いた金額を記載する。 

エ 郵便による入札の場合は令和６年２月２６日必着とし、郵便による応札である

旨を必ず電話連絡すること。 

(8) 落札者の決定 

第１項に規定する入札参加資格を全て満たした者のうち、予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、当該応札価格が予算

決算及び会計令第８５条の規定により契約内容に適合した履行がなされないおそれ

があると認められる場合の基準を下回った場合は、落札を保留し、必要な調査の上

決定する。この場合、全ての応札者は官側が行う調査に協力するものとする。 

(9) 業務の引継ぎ 

落札者は、官側に対して業務の引継ぎ等について必要な調整を申し出ることがで

きる。 

(10) 契約書の作成（契約締結） 

ア 全 般 

  落札者が契約担当官等から交付された契約書案に記名押印して契約担当官等に

提出し、契約担当官等が記名押印して契約締結とする。（ただし、契約締結時期

は令和７年度予算成立後とする。） 

イ 落札者の提出 

(ｱ) 提出期限 

     落札決定の翌日から起算して７日以内（休日を含まない。）とする。ただ 
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し、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができ

る。 

(ｲ) 提出方法 

陸上自衛隊航空学校会計課に持参又は郵送すること。 

ウ 契約書の作成（契約締結）時期 

令和７年４月１日 

エ 様 式 

陸上自衛隊標準契約書 

オ 付帯する特約条項 

(ｱ) 部分払に関する特約条項 

(ｲ) 談合等の不正行為に関する特約条項 

(ｳ) 暴力団排除に関する特約条項 

カ 添付する書類 

  仕様書 

 

３ 委託費の支払い方法 

(1) 委託費は契約書に基づき毎月支払うものとし、官側が実施する監督及び検査によ 

 り本委託業務が適正に履行されたことを確認し、かつ受託者から適法な請求書を受

領した日から３０日以内に支払う。 

(2) 官側は、仕様書に定める「本委託業務の内容」を一体のものとして受託者から購

入するものである。ただし、次項第２号に規定する「委託費の減額」に該当する場

合は月々の委託費から減じて支払うものとし、次項第３号に規定する「違約金」に

該当する場合は月々の委託費から相殺できるものとする。 

 

４ 委託費の減額等 

(1) 本委託業務に係る改善指示 

   官側は、受託者の責めに帰すべき事由により、仕様書に定める役務履行に必要な

態勢が満足されない又は仕様書に基づき適正に役務が履行されていないと判断した

場合は、受託者に対して速やかに文書により勧告する。 

受託者は、官側から当該勧告を受けた場合は、速やかに文書をもって改善計画を

提出し、１週間以内に改善を図らなければならない。官側は、改善が図られない場 

合、契約を解除することができる。ただし、受託者が、改善期間の延長を官側に申

し出て、事前に官側の承認を得た場合を除く。 

なお、文書による勧告をした場合においては、陸幕会第１１４７号「装備品等及び 
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役務の調達に係る指名停止等の要領について（通達）」（２７．１２．２）第４項

（指名停止に至らない場合の警告等）に基づく通知等を行うものとする。 

(2) 委託費の減額 

受託者の責めに帰すべき事由により下表の「減額の対象となる事案」が発生した

場合は、区分に応じて発生１回につき「減額の算定方法」により得られた額を委託

費から減じる。 

減額の対象となる事案 減額の算定方法 

全部又は一部の委託業務不履行（ただし、次に掲げる場合

を除き、食中毒の発生等により履行しない場合を含む。） 

不履行部分の期間

割合×契約金額 

食事提供の遅延（遅延することが明白で、現場責任者の同

意を得て官側が支援した場合を含む。） 

０．５％×1か月

分の委託費 

調理する食数誤り（喫食者に対する配食ができなかった場

合に限る。） 

０．５％×1か月

分の委託費 

(3) 違約金 

受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により下表の「違約金の対象となる事

案」が発生した場合は、区分に応じて発生１回につき「違約金の算定方法」により

得られた額を、違約金として官側が指定する方法により支払わなければならない。 

違約金の対象となる事案 違約金の算定方法 

全部又は一部の委託業務不履行（ただし、食中

毒等の発生により履行しなかった場合を除く。） 

１０％～２０％（※）×前号

の減額分 

食中毒の発生（食事への異物混入を含む。） １％×１か月分の委託費 

文書による勧告があったにもかかわらず改善計

画を提出しない又は改善計画が遵守されない場合 

３％～１０％（※）×１か月

分の委託費 

官側に提出する書類等への虚偽記載 １０％×１か月分の委託費 

 ※ 割合は契約担当官等が設定する。 

(4) 減額又は違約金の額を超える損害賠償 

ア 受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により前２号に掲げる以外の損害を官

側に与えた場合及び前２号に係る実際の損害額が減額又は違約金の額を超える場

合は、官側に対して実際の損害額を賠償する義務を負う。 

イ アの「損害額」は、受託者の責めに帰すべき事由により食材を廃棄することと 

なった場合の、当該食材及び食材廃棄にかかった費用を含むものとする。 
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５ 契約内容の変更 

官側及び受託者は、やむを得ない事由により契約の内容を変更しようとする場合に

は、あらかじめ変更の理由を相手方に提示し承認を得なければならない。 










































































